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宇陀市部活動の在り方に関する方針 

宇陀市教育委員会 

 

部活動の意義（奈良県部活動の在り方に関する方針より） 

○ 学校の部活動は、学校教育活動の一環として、スポーツや芸術文化等に関心をもつ同

好の生徒が教師等の指導の下に、自発的・自主的にスポーツや文化活動を行うもの

であり、より高い水準の記録や技能の習得に挑戦する中で、スポーツや文化活動の楽

しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたらす意義を有している。 

○ また、部活動は、生徒が授業で体験し、興味・関心を持った事柄を更に深く体験すると

ともに、授業で身に付けた技能等を発展・充実させることができるものであり、逆に、部

活動での成果を授業で生かし、他の生徒に広めることもできるものである。 

○ さらに、部活動は、自主的に自分の好きな分野での活動に参加することにより、スポー

ツや文化活動に生涯親しむ能力や態度を育てる効果を有しており、あわせて、体力の

向上や健康の増進を一層図るものである。その上、生徒の自主性、協調性、責任感、連

帯感などを育成し、仲間や教師等と密接に触れ合う場として大きな意義を有するもの

である。 

○ このように、部活動は生徒のスポーツや文化活動と人間形成を支援するものであるこ

とはもとより、その適切な運営は、生徒の明るい学校生活を一層保障するとともに、生

徒や保護者の学校への信頼をより高め、さらには学校の一体感の醸成にもつながるも

のである。 

 

「宇陀市部活動の在り方に関する方針」の策定 

宇陀市では、文部科学省策定「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総

合的なガイドライン」の「Ⅳ学校部活動の在り方」を踏まえ、本市生徒の健やかな成長や

教師の負担軽減を図り、部活動が、より一層有意義な活動となるための指針として、学校

部活動を対象として、「宇陀市部活動の在り方に関する方針」を策定する。 

 

１ 適切な運営のための体制整備 

（１）学校部活動に関する方針の策定等 

○ 校長は、策定した学校部活動の活動方針等をホームページなどで公表するとともに、

随時、活動時間・休養日の遵守状況等を確認し、適宜、指導・是正を行う等、その運用

を徹底すること。 

 

 

 



（２） 指導・運営に係る体制の構築 

○ 各学校の実情に応じて、部活動指導員等を適切に配置するとともに、生徒数や部活動

指導員等の配置状況等を踏まえ、部活動数の適正化等を行うこと。 

○ 部活動指導員は、生徒への日常的な指導だけでなく、大会引率や部活動の管理運営、

保護者への連絡等を含め、幅広い役割を担うこと。 

○ 教師を部活動顧問とする場合には、他の校務分掌や本人の抱える事情等を勘案した

上で、部活動開始・終了時刻の繰上げ等活動時間を教師の勤務時間内で適切に設

定するなどの工夫を行い、教師の負担が過度とならないよう十分に留意すること。 

 

２ 適切な指導及び安全・安心の確保 

（１）暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶 

○ 部活動顧問の教師等や保護者・生徒等への研修等の推進による共通理解の向上

を図るとともに、適切な生徒集団づくりや日頃からの生徒への目配り、開かれた環

境の整備等により、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の未然防止を

徹底すること。 

○ また、事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること。その際、特に、

部活動顧問の教師等任せにせず、市教育委員会や学校組織全体で対応に当たる

ことが重要であり、生徒のケアを最優先に、加害生徒への指導等に適切に対応す

ること。 

○ 事案確認等に当たっては、加害者、被害者、その他の関係者から丁寧に聞き取りを

行い、事案に応じて、厳正に教師等の処分等を実施すること。 

 【留意事項】 

・ 学校部活動においては、部活動顧問の教師等だけに運営・指導を任せるのではな

く、学校組織全体で目標や指導方針等を考えることが必要である。 

・ 目標や指導方針等の設定に当たっては、勝つことや優秀な成績を収めることのみ

を目指すことのないよう、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動に親しむ

基礎を育むこと、発達の段階に応じた心身の成長を促すことに十分留意する必要

がある。また、そうした点について、生徒や保護者等にも丁寧に説明し、理解を得る

こと。 

・ 今後、国において作成させる指導の手引き等に沿った対応を行うこと（それまでの

間は、「運動部活動での指導のガイドライン」（平成25年５月文部科学省）に沿っ

た指導を行うこと）。特に、同ガイドラインにおいて示された「肉体的、精神的な負荷

や厳しい指導」と「体罰等の許されない指導」の区別が、部活動顧問の教師等は

もとより、保護者・生徒等にも十分に理解されるようにすること。 

 

 



・ 指導者には、自ら不適切行為を行わないことは当然のこととして、生徒同士等にお

ける不適切行為を防止する役割も求められる。特に、生徒同士等の暴力やいじめ

等の行為を防止する観点から、適切な集団づくりや日頃からの生徒への目配りな

どにも留意すること。 

・ 暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為は、閉鎖的な環境・人間関係の下

で発生しやすいことから、複数の指導人材等が関わるなど開かれた活動環境の整

備や、指導者・生徒・保護者等によるコミュニケーションの活性化等を通じた風通し

のより組織作りなどにも留意すること。 

 

（２）安全管理の徹底 

・ 活動の前後だけでなく、活動中にも生徒の様子を観察し、健康状態の把握に努め

る。また、生徒一人一人の心と体の状態等に応じた指導を心がける。 

・ 定期的に施設・設備等の安全点検を実施し、破損等があれば使用中止、補修など

の措置を速やかにとる。また、生徒に対して使用方法等について指導し、安全に活

動できるようにする。 

・ 高温下での活動や急激な天候変化については、適切な判断が下せるようマニュア

ルを作成するなどし、熱中症などの事故防止に努める。 

 

（３）合理的かつ効率的・効果的な活動の推進 

○ スポーツ医・科学の見地や生徒のバランスのとれた生活の確保の観点を踏まえ、

過度な練習等の防止、効率的・効果的な活動の導入等を推進すること。 

 

（４）競技ごとの指導の手引きの普及・活用 

○ 中央競技団体等が作成した協議ごとの指導手引き（練習メニュー、活動スケジュ

ール、効果的な練習方法、安全面の注意事項等）の普及・活用を推進すること。 

 

３ 適切な練習時間・休養日等の設定 

【休 養 日】週2日以上の休養日を設定すること。 

【活動時間】１日の活動時間は、長くとも平日は１日2時間程度、休日は1日３時間程

度とし、週当たり活動時間は11時間程度の範囲内とすること。その中で、

できるだけ短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動を行うこと。 

【そ の 他】長期休業中に一定期間のオフシーズンを設定すること。 

【留意事項】 

・ 生徒が、学校部活動と宇陀クラブの両方に参加する場合等においては、参加する

活動全体を通算した週当たりの活動時間を11時間程度の範囲内（※）とする必

要がある。 



      （※）週当たりの活動時間が11時間程度の範囲内に収まり、かつ、部活動指

導員の配置等により、教師に過度な負担をかけずに活動を実施できる場

合には、週当たり2日以上の休養日を設けたうえで、平日の活動を週３日

以内に抑えつつ、休日に2日間連続して活動を行うなど、柔軟な対応を行

うことも可能である。 

・ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、

定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体の部活動休養日を設けることや、

週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられる。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

○ 性別や障害の有無、活動の得意不得意等を問わず、生徒のニーズを踏まえた活

動環境を整備することが重要。 

○ 部活動は、すべての生徒が一律に加入すべきものではなく、あくまで生徒の自主

的・自発的な参加により行われるものであることに留意し、生徒の意思に反して強

制的に加入させることなどがないようにすること。 

 


